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 東京都北区立八幡山子どもセンター 
 事 業 概 要 

 
１ 施設、事業の概要など 
（１）概要 

番号 項目 内容 
１ 所在地 東京都北区中十条４−１５−７ 
２ 規模 面積４８４.３６㎡ 
３ 構造 鉄筋コンクリート造 
４ 開設年月日 平成４年４月１日 

（２）設置目的 
児童福祉法第４０条の規定に基づき、児童館として児童に健全な遊びを提供するとと

ともに、その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的とする。 
（３）開館日、開館時間、利用対象者 

開館日 開館時間 利用対象者 
以下の３つを除く毎日 
１ 日曜日 
２ 国民の祝日に関する法律（昭和２
３年法律第１７８号）に規定する休日 
３ １２月２９日〜１月３日（２に掲
げる日を除く） 

基本開館時間 
９時３０分〜１７時３０分 

０〜１８歳未満の児
童及びその保護者 

 
 ２ 指定管理者が行う業務 
（１）入館の承認及び不承認並びに入館の承認の取消し 
（２）施設及び設備の維持管理 

①建物、館内施設の環境設定 
②建物、館内設備の保守点検及び定期点検 
③建築基準法による法定点検 
④施設、設備の日常清掃及び定期的な全体清掃 
⑤館内の定期的な安全衛生対策、感染症予防（殺虫消毒、受水槽清掃等） 
⑥施設、設備等の小規模な修繕（ただし、１件の予定価格３０万円以上の大規模な修繕

等は、別途区と協議すること） 
⑦光熱水費等の支払い（複合施設を除く） 
⑧備品購入 

（３）子どもセンター事業 
 ①乳幼児親子に対する支援 

ア 乳幼児クラブ活動の実施 
イ 玩具、遊具などの環境設定 
ウ 日常の子育て相談及び臨床心理士などによる専門相談、はぴママひよこ面接の実

施 
エ 併設または近隣に設置されている子どもセンター・区立保育園等と連携した地域
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での総合的な子育て支援の実施 
オ 妊産婦（プレママ）対象活動（産前産後のセルフケア講座、友だちづくりなど情

報交換の場の提供など） 
カ 親育ちサポート事業（「ノーバディズ・パーフェクト・プログラム」の実施な

ど） 
キ 父親への支援活動 
ク 世代間交流の促進 
ケ 子育てサークルの育成 
コ みんなでお祝い輝きバースデーの実施 

②放課後子ども総合プラン（王子第三）との一体的運営及びその他の事業や施設との連
携事業 

③子どもと子育て家庭を見守る地域ネットワークの拠点事業 
④放課後子ども総合プランに参加しない小学生への支援事業 
⑤子育て支援にかかる総合的な相談やコーディネートに関する事業 
⑥地域との連携事業 

ア 子どもセンター運営委員会の開催（年１回以上） 
イ 子どもセンターまつりなど地域との連携を深める事業の実施（年１回以上） 
ウ 地域の児童健全育成を目的とした団体への休日及び夜間の施設開放 
エ 地域が主催する行事等への参加・協力 

⑦その他の関連事業 
ア 児童館等の合同行事への参加（合同児童劇、わくわく☆フェスタなど） 
イ 全区的なイベントへの参加（区民まつりなど） 
ウ 子育てに関する啓発活動（子育て支援講座の開催、子育て支援事業の周知など） 
エ 実習生及びボランティア（中高生を含む）の受け入れ 
オ エネルギー・資源の使用量報告 

（４）その他、北区が必要と認める業務 
 
３ 指定管理料の支払い及び精算 
（１）指定管理料 
  ①指定管理料の上限額 

指定期間中の総額として、\１８８，０００，０００を上限とする（光熱水費・維持
修繕料・備品購入費を含む）。なお、提案段階での経費がそのまま指定管理料になるも
のではなく、協議・調整のうえ、予算の範囲内において決定する。 

  ②管理費の上限額 
   各年度の管理に要する経費は、人件費、運営費（消耗品・通信費等）、管理費（本部

経費等）、維持修繕料、備品購入費に分けて算定することとし、そのうち、管理費は、
管理費を除いた管理に要する総経費の１０％を上限額とする。 

（２）支払い 
区の会計年度を基準とし、指定管理者が作成した事業計画書、資金収支計画書に基づ

き、別途指定期間全体を対象とする基本協定書（以下「基本協定書」という。）により
総額を設定し、１年単位の年度協定書（以下「年度協定書」という。）で定める範囲で
区が指定管理料を支払う。 
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（３）精算 
人件費の予算額と決算額に差額が発生した場合は、その相当額を北区へ還元するもの

とする。 
 
４ 指定期間 

令和８年４月１日〜令和１３年３月３１日（５年間） 
・指定管理者が現指定管理者から変更となる場合は、業務引継として、令和８年２月〜

３月までの間、別途委託契約を締結する。 
・上記指定期間中は、実績評価及び法人の経営状況の調査を実施する。その結果、基本

協定書に定める管理運営基準を満たさない場合、または経営状況の悪化等により管理
業務を継続することが不可能もしくは著しく困難になったと判断されるときは、指定
を取り消す場合がある。 

 
５ 運営に関する条件等 
（１）法令等の遵守（コンプライアンス） 

区民に対しコンプライアンスの姿勢を明確に示すとともに、特に次に掲げる法令等を
遵守すること。 

地方自治法、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、障害を理由とする差別の解
消の推進に関する法律、個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する法
律、東京都北区個人情報の保護に関する法律施行条例、東京都北区個人情報の保護に
関する法律等施行規則、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律、東京都北区情報公開条例、児童福祉法、児童福祉法施行令、児童福祉
法施行規則、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、東京都北区立児童館条例、
東京都北区立児童館条例施行規則、東京都北区公契約条例、東京都北区子どもの権利
と幸せに関する条例等。 

（２）指定管理者は、善良なる管理者として本事業概要に掲げた「指定管理者が行う業
務」を実施すること。なお、原則として指定管理者が行なう業務については、第三者
への委託を禁止する。 

（３）開催する教室、講座等における教材費など実費以外の利用料徴収は一切禁止とす
る。 

（４）職員 
 ①職員区分及び職務内容 
 【所長（施設管理責任者）】 
  ア 要件 

    児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚労省令第６３号。以下
「設備運営基準」という。）第３８条第２項各号のいずれかに該当する常勤職員の
うち、児童福祉の業務に継続して５年以上従事し、施設管理者としてふさわしい経
験を有する者。 

  イ 職務内容 
   ・児童館ガイドライン（平成３０年１０月改正）「第５章 ２ 館長の職務」に基

づき、職務を行うこと。 
・北区子ども未来部子どもわくわく課（以下「子どもわくわく課」という。）及び

北区の関係機関との連絡調整を行い、実施する事業について、児童指導育成事業
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の範囲で協力するよう施設内の調整を行うこと。 
・児童の遊びを指導するにあたっては、子どもわくわく課及び関係機関等が主催す

る会議や研修に参加し、北区と共同して取り組むこと。 
・必要に応じて、保護者会及び子どもセンター運営委員会、放課後子ども総合プラ

ン実行委員会等の地域の会議に出席し、保護者及び地域の意見要望も聞き、各団
体の運営に協力すること。 

 【児童厚生員】 
  ア 要件 
    設備運営基準第３８条第２項各号のいずれかに該当する者。 
  イ 職務内容 
   ・児童館ガイドライン（平成３０年１０月改正）「第５章 ３ 児童厚生員の職

務」に基づき、職務を行うこと。 
 ②配置 
  ・所長を１名選任すること。 
  ・職員数は５名以上とし、そのうち常勤の職員数は４名以上とすること（所長を含

む）。また、経験及び年齢のバランスを考慮すること。 
  ・職員のうち１名は、防火管理者（消防法第８条）の資格保有者とすること。 
  ・日々の運営にあたっては、職員を２名以上配置すること。 
  ・現に従事している者から、継続雇用の希望があれば、採用に努めること。 
  ・北区在住者から、採用の申し込みがあれば、積極的に採用に努めること。 

（５）事故防止・安全対策・防災対策・情報管理について必要な対策を提案すること。 
（６）自治会・町会などの地域や学校・保育園・幼稚園などの関係機関と緊密に連携し、地

域に根ざした運営に配慮すること。 
（７）主な費用負担区分 

 
（８）その他 

・備品については、基本的に現状のまま引き継ぐこと。 
・施設管理にかかる委託（清掃委託など）については、原則継続すること。 
・新たに指定管理者となる際は、インターネット及び携帯電話の契約をすること。 
・指定管理料で購入した物品の所有権は北区に帰属する。 

項    目 区 指定管理者 
施設の光熱水費  ○ 
固定電話設置費用及び通信費  ○ 
携帯電話設置費用及び通信費  ○ 
ＴＶ受信料及びインターネット設置費用及び通信費  ○ 
施設などの維持、保守管理に要する経費  ○ 
施設運営に要する人件費  ○ 
指定管理者に責のある、施設管理、または運営上による損害賠償  ○ 
施設、設備などの不備または施設管理上の瑕疵による損害賠償 協議事項 
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≪参考資料≫ 
 ・平面図（八幡山子どもセンター） 

・主な年間行事（令和６年度） 
 ・入館状況（令和５〜６年度） 

・子どもセンターの引継職員の配置について 
 


